
化学物質排出把握管理促進法(化管法) 施行規則の改正について

【化管法の概要】

○ 正式名称：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年制定）

○ 概 要 ：人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質（第一種指定化学物質）について、その排出

量等を事業者自身が把握するとともに、毎年度、国に報告し、国民が把握できる様にすること

などにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を

未然に防止

【 PRTR※制度（化学物質排出移動量届出制度）】
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【今回の施行規則改正の概要】

○ 施行令改正に伴う届出様式の変更や、

廃棄物等に含まれる化学物質の種類等の把握が難しい

廃棄物処理施設等からの、【水銀及びその化合物】の

排出量等を届出対象に追加 など

○ R4.３.31 公布 R5.４.1 施行(一部 公布と同時施行)
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※PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)



○ 改正事項
（１） 下水道法改正に伴う条ズレ措置（施行規則第四条）

（２） 他法令により測定義務のある対象化学物質の排出量の把握と届出が必要とされている特別要件施設
において把握すべき排出量に、水銀及びその化合物を追加（第四条）

（３） 対象化学物質の見直しにより、対応化学物質分類名を付与（別表）

（４） 管理番号欄等の追加による、届出様式の変更（様式第一）

（５） 電子届出の通信方式としてダイヤルアップ方式の廃止による、電子届出申請様式の変更（様式第四）

（６） R４年度～R６年度において電子届出のみ届出期間を６月末から７月末までに延長
（施行規則附則関係）

○ 施行期日等
● 公布日：令和４年３月31日
● 施行日：令和５年４月１日 (一部 公布と同時施行) ※次ページ参照
● 今後施行に向けて地方自治体や事業者への施行令及び施行規則の改正事項の周知を実施

化管法施行規則の一部改正について

化学物質排出把握管理促進法施行令の一部改正等に伴い、
化学物質排出把握管理促進法施行規則について必要な改正を行う



改正の内容

(1)～(6)は施行規則改正案

2021年度

（令和３年度）

2022年度

（令和４年度）

2023度

（令和５年度）

2024年度

（令和６年度）

2025年度

（令和７年度）

政令 第一種指定化学物質及び第
二種指定化学物質の見直し
(施行令別表)

10/20公布 新PRTR物質の
把握開始

新対象物質の
SDS開始

新PRTR物質
前年度分の届出
当該年度分の把握

(１) 下水道法改正に伴う改正
(施行規則第４条関係) 条ズレ適用

(２) 特別要件施設において把握
すべき排出量の追加
(施行規則第４条関係)

水銀及びその化合物の
排出量の
令和４年度分の把握

水銀及びその化合物の
排出量の
前年度分の届出
当該年度分の把握

(3) 対応化学物質分類名の付与
(施行規則別表関係)

前年度分の届出について
の適用申請・承認

(4) 届出様式の変更
(施行規則様式第一関係)

新PRTR物質
前年度分の届出に
適用

(5) 電子届出の通信方式としてダ
イヤルアップ方式の廃止
(施行規則様式第四関係)

廃止適用

(6) 電子届出の届出期間の延長
(施行規則附則関係) 電子届出のみ7月末ま

でに届出
（通常は6月末）

届出方法に関わらず
６月末までに届出

(１)(２)(６)施行 (３)(４)(５)施行

施行スケジュール予定


